
令 和 ４ 年
３月18日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…

山
口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
統
計
分
析
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
一

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施
（
生
活
衛
生
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

基
本
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
生
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
職
員
採
用
選
考
の
成
績
（
情
報
職
の
採
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
中
「
総
合
企
画
部
デ

ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課
」
を
「
総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
五
号

山
口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
山
口
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中
「2.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
を
「2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
号

一
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マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年
山
口
県
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
同
項
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

省
令
第
四
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
百
二
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
平
面
図

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
五
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
の
三
四
の
一
部
、
四
五
五
五
の
三
七
の
一
部
、
四
五
五
五
の
三
八
の
一

部
、
四
五
五
五
の
四
〇
の
一
部
、
四
五
五
五
の
四
八
の
一
部
及
び
四
五
六
〇
の
一
部
並
び
に
同
市
臨

海
町
六
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀

及
び
そ
の
化
合
物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
の
三
四
の
一
部
、
四
五
五
五
の
三
七
の
一
部
、
四
五
五
五
の
三
八
の
一

部
、
四
五
五
五
の
四
〇
の
一
部
及
び
四
五
五
五
の
四
八
の
一
部
並
び
に
同
市
臨
海
町
六
の
一
部
は
、

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
五
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

休
止
年
月
日

名

称

所

在

地

き
は
ら
内
科
あ
こ
小
児
科

防
府
市
大
字
台
道
四
二
一
の
二

令
和
四
、

一
、

四

医
療
法
人
横
田
内
科

岩
国
市
中
津
町
二
丁
目
二
四
番
一
六
号

令
和
三
、

一
〇
、

一

山
口
県
告
示
第
五
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施
術
者
の

氏
名

施

術

所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

吉
岡

岳
志

マ
ッ
サ
ー
ジ
・
鍼
灸

リ
ハ
ビ
リ
ケ
ア

山
口
市
秋
穂
東
七
〇
〇
五
の
一

令
和
四
、

二
、
一
四

山
口
県
告
示
第
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二
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路

線

名

一
九
一
号

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
嶋
崎
四
一
一

四
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
於
曾
野
屋
四
八

六
六
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

九
・
一

最
広

二
三
・
七

四
七
三
・
〇

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
嶋
崎
四
一
一

四
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野

同
字
四
一
〇
五

の
一
地
先
ま
で
、

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
嶋
崎
四
一
〇

五
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
道
ノ
下
四
七
四

八
の
一
地
先
ま
で

及
び
下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
道
ノ
下
四
七

四
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
於
曾
野
屋
四
八

六
六
の
一
地
先
ま
で

新

最
狭

一
〇
・
四

最
広

三
八
・
〇

一
六
〇
・
〇

九
・
一

最
狭

及
び

一
〇
・
〇

二
三
・
七

最
広

及
び

二
〇
・
〇

一
三
四
・
五
及
び

一
三
四
・
五
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

最
狭

一
〇
・
一

最
広

四
二
・
〇

一
七
八
・
五

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

豊
田
粟
野
港
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
嶋
崎
四
一
〇

九
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
於
曾
野
屋
四
八

五
八
の
三
地
先
ま
で

及
び
下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
於
曾
野
屋
四

八
五
八
の
三
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野

同
字
四
八
八
二

の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

九
・
一

最
広

三
二
・
九

二
九
八
・
〇
一
般
国
道
一
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

最
狭

八
・
〇

最
広

一
六
・
五

六
一
・
五

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
嶋
崎
四
一
〇

九
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野

同
字
四
一
〇
五

の
一
地
先
ま
で
、

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
嶋
崎
四
一
〇

五
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
道
ノ
下
四
七
四

八
の
一
地
先
ま
で
、

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
道
ノ
下
四
七

四
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
於
曾
野
屋
四
八

五
八
の
三
地
先
ま
で

及
び
下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
於
曾
野
屋
四

新

最
狭

三
〇
・
二

最
広

五
〇
・
一

四
三
・
五
一
般
国
道
一
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

九
・
一

最
狭

及
び

一
〇
・
〇

二
三
・
七

最
広

及
び

二
〇
・
〇

一
三
四
・
五
及
び

一
三
四
・
五

一
般
国
道
一
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

最
狭

一
二
・
八

最
広

四
二
・
〇

一
二
〇
・
〇
一
般
国
道
一
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

八
五
八
の
三
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
粟
野

同
字
四
八
八
二

の
一
地
先
ま
で

最
狭

八
・
〇

最
広

二
二
・
四

六
一
・
五

公

告

（
三
四
）
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

⚑

日
時

令
和
四
年
六
月
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⚒

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁
職
員
ホ
ー
ル

㈡

実
技
試
験

⚑

日
時

令
和
四
年
七
月
十
三
日
（
水
曜
日
）
又
は
同
月
十
四
日
（
木
曜
日
）
の
い
ず
れ
か
で
、
知
事

が
指
定
す
る
日

⚒

場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二

や
ま
ぐ
ち
総
合
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

二

受
験
資
格

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
四
年
四
月
十
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
木
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、

四
月
二
十
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

四

受
験
願
書
等
の
提
出
先

二
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区

分

提

出

先

県
内
に
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
す
る
事
業
所

（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者

事
業
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
保
健
所

県
内
に
事
業
所
が
な
い
者
で
、
県
内
に
住
所
が
あ
る

も
の

住
所
地
を
所
管
す
る
保
健
所

県
内
に
事
業
所
及
び
住
所
が
な
い
者

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
（
山
口
市
滝
町
一
番

一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）

五

提
出
書
類
等

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）

㈢

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五
十
号
）
第

十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
学
科
試
験
に
合
格
し

た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

受
験
手
数
料

一
万
七
百
五
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

七

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

八

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
環
境
生
活

部
生
活
衛
生
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
受

験
願
書
等
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三

十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
九
七
四
）
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復

は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

の
上
す
る
こ
と
。

（
三
五
）
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
及
び
オ
ル
ソ
画
像
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口
市
、
美
祢
市
及
び
山
陽
小
野
田
市

三

作
業
の
期
間

令
和
四
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
三
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市
大
字
小
松
原

三

作
業
の
期
間

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

（
三
七
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

四
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令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市

三

作
業
の
期
間

令
和
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

（
三
八
）
柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

柳
井
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
十
土
穂
石
線

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
六
向
地
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
三
九
）
平
生
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

平
生
町
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
生
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

平
生
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
七
平
生
横
幹
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

一

般

学
校
を
除
く
各
教
育
機
関

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
⟹表
中
「2.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
を
「2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
に
、
「3.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
を
「3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
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令
和
四
年
三
月
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
三
月
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


